
・3月15・16日、地区大会ご参加の皆様ご
苦　労様でした。約2000人のロータリアン
が　集り、盛大に開催されました。地区大会
の　目的は「ロータリアンに誇りと感激を与
え　る」だそうです。
・地区大会で当クラブは、ガバナー賞をいた
　だきました。最高の気分でした。その他、
　マルチプルポールハリス賞で白木会員、米
　山功労賞で大塚会員、米山功労クラブ賞も
　いただきました。
・本日のお花は土佐みずきです。

【会長報告】新田会長

・3月19日（水）歓送迎会　6時半に中村駅
　集合。お座敷列車ですので、時間厳守でお
　願いします。

・宿毛RCより例会変更のお知らせ
　4/3→花見夜間例会
・米山梅吉記念館より
　米山梅吉記念館春季例祭の案内
　4/29→米山梅吉記念館ホール

【委員会発言】大塚親睦委員

・来週3月26日（水）は美化ゾーン例会です。
　美化ゾーン標柱打ち込みを行います。

東社会奉仕委員長

・29、30日の職場訪問にご参加の皆様、朝
の集合場所は西南交通ですので、よろしくお
願いします。

田辺職業奉仕副委員長・ガバナー事務所より
　米山記念奨学会より「ハイライトよねやま
97」配信
・ガバナーエレクト事務所より
　地区協議会のロータリー財団委員会出席者
　は「財団地域セミナーハンドブック2007
　年11月20日版」持参の事

【幹事報告】明神幹事
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本日のプログラム：ゲストスピーチ　下田　敦史（高知地裁中村支部長）
3月26日のプログラム：美化ゾーン野外例会
4月２日のプログラム：会員スピーチ「地区大会」報告



本日のプログラム

【出席報告】 ・会員総数/51名
・本日の出席/37名　　75.51％
・先週の訂正　　2M　75.51％→83.67％

　高知県には、安芸支部、須崎支部、中村支
部と、3つの裁判所があります。中村支部で
の裁判官は私１人です。本日は「裁判員制度」
について話させていただきます。
　国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参
加するこの制度はマスコミ等で紹介されてい
ますのでご存知かと思いますが、来年5月よ
り開始です。まず第一に、裁判員制度導入の
意義ですが、「司法に対する国民的な基盤の
強化」です。国民のみなさんが参加すること
によって、ひとりひとりの感覚や経験に根ざ
した、新鮮で多様な視点がもたらされる、と
いうことです。
　具体的には、6人の裁判員と3人の裁判官
が、ともに刑事裁判に立ち会い、被告人が有
罪か無罪か、そして有罪の場合どのような刑
にするかを判断します。刑事裁判のみで、民
事事件や家事事件などにはありません。また、
この制度を行う裁判所は地方裁判所のみです。
（高知では本庁のみ）
　現在の事件数は、年間3111件（平成18年
受理事件）、高知では20～30件です。
　裁判員になる確率は（1年間）約4000人
に１人の割合です。高知では約3430人に１
人の割合です。
　次に、裁判員の選任方法ですが、20歳以
上の有権者の中から選ばれます。このうち、
勤めている方は5割以上です。会社経営に携

【ニコニコ箱】
新田会長：地区大会に出席の皆様ご苦労様でした。ガバナー賞はじめ、マルチプルポールハリス賞の
　　　　　　白木会員、米山功労賞の大塚会員、米山功労クラブ賞もいただきました。
大杉会員：地区大会に出席の皆様お疲れ様でした。クラブを代表して新田会長が壇上にてガバ
　　　　　ナー賞を受賞しました。中村RC万歳！　夜から岡本会員の血液が緑色に変りました。
大塚会員：地区大会にてガバナー賞受賞。壇上の新田会長が輝いていました。
広田会員：先週の欠席をお詫びして、、、。
岡本会員：本人もビックリ！ゴルフコンペでイーグルをとりました。その記念に！
楠岡会員：先週の予約分です。

ゲストスピーチ

わる方々には、特別な有給休暇制度を創設す
るなど、従業員が裁判に参加しやすい環境づ
くりをお願いしています。選任手続きの流れ
として、第一に名簿の作成→候補者への通知
→事件ごとの選定→選任手続き、となります。
　この制度は、広く国民のみなさんに参加し
てもらうことで初めて成り立つ制度ですが、
「裁判官などの法律関連職種、警察官、国会
議員、幹部公務員など知事や市長村長、刑事
手続きを受けている人」は裁判員になれませ
ん。また、年齢70歳以上の方や、会期中の
地方公共団体の議会議員は辞退することがで
きます。やむを得ない事由（重い疾病、障害
など）の方も辞退できます。
　今後の課題として、会社員が休暇をとった
からといって解雇できない「裁判員休暇制度
」も考えられています。
　裁判員候補者または裁判員として裁判所に
来た方全員に、日当と交通費が支払われます。
　裁判員は、裁判官と一緒の審理に立ち会い、
有罪か無罪か、有罪の場合、どのような刑に
するかを議論し決定します。

　以上、お配りの資料に基づいて説明させて
いただきました。
　皆様も、司法に対する国民参加ということ
でご理解いただき、ご協力をお願いします。

下田　敦史様　（高知地方裁判所中村支部長）


